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政府管掌健康保険における特定健康診査等実施計画

序 章 特定健康診査及び特定保健指導の実施について

（序 文）

社会保険庁においては、政府管掌健康保険の保健事業として、これまで被保険者及

び被扶養配偶者を対象に、健康の保持増進及び健康管理意識の高揚を図るため、生活

習慣病予防健診事業を実施してきた。

こうした中、平成１８年の医療制度改革において、国民誰しもの願いである健康と

長寿を確保しつつ、医療費の伸びの抑制にも資することから、生活習慣病を中心とし

た疾病予防を重視することとし、医療保険者による健診及び保健指導の充実を図る観

点から、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 年法律第 号。以下「法」とい57 80
う ）に基づいて、医療保険者は、被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣。

に関する健康診査及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対す

る保健指導を実施することとされた。

厚生労働省においては、特定健康診査等基本指針（以下「指針」という ）を定め、。

特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び

特定保健指導の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項並びに特定健康診

査等実施計画の作成に関する重要な事項を示している。

社会保険庁においては、法第１９条に基づき、政府管掌健康保険の「特定健康診査

等実施計画」を定め、これに基づき特定健康診査及び特定保健指導の実施に当たるも

のとする。

（１）特定健康診査及び特定保健指導の基本的考え方

① 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受診率が徐々に

、 。増加し ７５歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇している

これを個人に置き換えてみると、食べ過ぎや運動不足等の不健康な生活習慣がや

がて糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等（以下「糖尿病等」という ）といっ。

た生活習慣病の発症を招き、外来通院及び投薬が始まり、生活習慣の改善がない

ままに、その後こうした疾患が重症化し、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至る

という構造が浮かんでくる。

したがって、若い時から生活習慣の改善に取組むことより、糖尿病等の生活習

慣病の予防対策を進め、糖尿病等を発症しない境界域の段階で留めることができ

れば、重症化の最初のステップである通院治療を受ける者を減らすことができ、

この結果、国民の生活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実

現することが可能となる。

② 糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因するもの
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であり、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心疾

患、脳血管心疾患等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群（メタ

ボリックシンドローム）の概念に基づき、その該当者及び予備群に対し、運動習

慣の定着やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことにより、糖

尿病等の生活習慣病や、これが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リスク

の低減を図ることが可能となる。

③ 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的

として、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させ

るための特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行う。

④ 特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を

改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課

題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を維持すること

ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的

とするものであり、特定健康診査の結果に基づき、特定保健指導の対象者を選定

し階層化することにより、特定保健指導を必要とする者の状態に見合った支援を

行うものである。

（２）政府管掌健康保険における取組

政府管掌健康保険においては、従前から加入者の健康の保持増進及び健康管理

意識の高揚を図るため生活習慣病予防健診事業を実施してきた。

このため、法及び指針の目的や趣旨に鑑み、従来の被保険者に対する生活習慣

、 、病予防健診の検査項目を拡充し 特定健康診査に対応できるようにするとともに

事後指導についても、これまでの事業内容を特定保健指導に対応できる形で充実

を図ることとし、従来の生活習慣病予防健診事業の中で特定健康診査及び特定保

健指導に取組むとともに、被扶養者については、これまで医療保険者として十分

な対応ができていなかったことから、他の保険者と共同で地域ごとの健診機関等

と集合契約を結び、特定健康診査及び特定保健指導の実施に取り組むことで効果

的・効率的な事業実施を図っていく。

（３）全国健康保険協会への移行

社会保険庁において実施している政府管掌健康保険に関する業務は、平成２０

年１０月に全国健康保険協会に移行し、現行の加入者は全国健康保険協会管掌健

康保険（以下「協会健保」という ）の加入者となるため、特定健康診査及び特定。

保健指導も協会健保において実施することとなる。

今回策定した特定健康診査等実施計画は、平成２０年度からの実施を視野に入

れて策定したものであるが、このため、全国健康保険協会への移行後、あらため

て特定健康診査等実施計画の見直しを行うこととなる。



※Ⅰ 平成 年度の秋田、福島、三重、愛媛、福岡の健診事業に関する事業アンケートを実施し、約４７千の事業所からの回答に18
おいて、約２０％相当の事業所が労働安全衛生法に基づく事業主健診を実施していた。

※Ⅱ ４０歳以上の特定健康診査受診対象者数の合計を１４，８１７千人と試算。

※Ⅲ 被保険者 ％、被扶養者 ％の受診率目標に対する実施者数を８，０６５千人と試算。60 40
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第１章 特定健康診査等の実施目標について

（１）基本方針の目標達成

国が示す指針においては、平成２４年度における政府管掌健康保険の特定健康

診査等実施率目標は 「特定健康診査実施率７０％ 「特定保健指導実施率４５、 」、

％ 「メタボリックシンドローム該当者等の平成２４年度での減少率１０％（対」、

平成２０年度比 」を目標とされており、平成２０年度から平成２４年度まで、各）

、 、年度の実施率は 平成１９年度の実績見込等を勘案し平成２０年度の目標を定め

５年間で国が示す実施率目標を達成できるよう、段階的に実施率を引き上げてい

くことを計画する。

（２）実施率目標の考え方

①特定健康診査

ア．被保険者の実施率

現在、政府管掌健康保険が実施している、４０歳以上の被保険者に対する一般

健診の平成１９年度受診率見込みが約３４％である事を踏まえ、平成２０年度当

初の保険者による特定健康診査の実施率目標を４０％と設定する。

また、事業主健診からの特定健康診査分の情報提供を２０％( )と設定し、保※Ⅰ

険者健診の実施率と合わせ、平成２０年度の被保険者の特定健康診査実施率目標

を６０％と設定する。

イ．被扶養者の実施率

現行の政府管掌健康保険の被扶養配偶者健診の実施率が３％未満であるが、現

行の老人保健法において市町村で実施する老人基本健康診査の実施率は、平成１

７年度のデータで約４４％であること、被保険者の特定健康診査実施率を４０％

と設定することから、被扶養者が同程度受診するものと仮定して、平成２０年度

の被扶養者の特定健康診査実施率目標を４０％と設定する。

ウ．平成２０年度の実施率目標

被保険者及び被扶養者の実施率である上記ア．イ．を合計した健診対象者( )※Ⅱ

に占める健診実施者( )の割合をもとに５４．４％とする。※Ⅲ

②特定保健指導

ア．被保険者

平成２０年度の特定保健指導の実施については、現行、生活習慣病予防健診結

（ 「 」果に基づく事後指導を委託している財団法人社会保険健康事業財団 以下 財団



※Ⅰ 生活習慣病予防健診実績データから動機付け支援該当者率８％、積極的支援該当者率１３．５％と推計。

※Ⅱ 保健指導の活動日数等を考慮した一定の条件を基に積み上げた３８９千人を特定保健指導実施見込人数と試算。

※Ⅲ 特定保健指導対象者１，３７９千人÷特定保健指導実施者３８９千人＝２８．２％

※Ⅳ 検討会資料等から動機付け支援該当者率１３．４％、積極的支援該当者率１１．５％と設定し、特定健康診査実施見込者数の

１，６５１千人に乗じた４１１千人が特定保健指導対象者数と試算。

※Ⅴ 特定保健指導対象者数に実施率２０％を乗じた８２千人を特定保健指導実施者数と試算。

※Ⅵ 被保険者及び被扶養者の特定保健指導対象見込者数の合計を１，７９０千人（上記ⅢとⅣの対象者数の合計）と試算。

※Ⅶ 特定保健指導実施率目標を特定保健指導対象者数に乗じた（被保険者２８．２％×１，３７９千人、被扶養者２０％×４１１

千人）の合計４７１千人を特定保健指導実施見込者数と試算。
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という ）の保健師が実施することとしている。。

被保険者の特定保健指導対象者数は、生活習慣病予防健診結果の実績データか

ら、メタボリックシンドローム予備群等者（以下「予備群等」という ）を抽出。

し、生活習慣病予防健診実施者に占める予備群等者の割合を平成２０年度の該当

率( )とした。※Ⅰ

特定保健指導実施者数については、平成２０年度に保健師１人が１日あたりで

実施できる指導者数を積算し、全国規模で積み上げた結果を特定保健指導実施見

込者数( )とした。※Ⅱ

平成２０年度の被保険者の特定保健指導実施率目標は、上記の特定保健指導対

象者数に対する特定保健指導実施者数の割合２８．２％( )と設定する。※Ⅲ

イ．被扶養者

平成２０年度の被扶養者の特定保健指導は、新規事業であり実績による対象者

数の試算が困難なため、保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する

検討会等資料等の特定保健指導該当率を特定健康診査実施見込者数に乗じたもの

を特定保健指導対象者数( )とする。※Ⅳ

平成２０年度の被扶養者の特定保健指導実施率の目標は、保険者による健診・

保健指導の円滑な実施方策に関する検討会等での議論も踏まえ、参酌標準案に基

づき初年度は２０％と設定する。( )※Ⅴ

ウ．平成２０年度の実施率目標

被保険者と被扶養者の実施率の前提を上記ア．イ．とし、特定保健指導対象者

( )に占める特定保健指導実施者( )の割合をもとに２６．３％とする。※Ⅵ ※Ⅶ
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（３）実施率目標の５カ年計画（平成20年度）

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

特定健康診査の実施率 ％ ％ ％ ％ ％54.4 58.4 62.3 66.2 70.0

特定保健指導の実施率 ％ ％ ％ ％ ％26.3 31.1 35.9 40.5 45.0

メタボリックシンドロームの ％10.0
該当者及び予備群の減少率

（４）詳細な実施率
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第２章 特定健康診査等実施対象者数について

（１）実施率目標に対する実施者見込数等

上記の実施目標率の５カ年計画に基づく特定健康診査及び特定保健指導の対象者

数及び実施者数の見込となる。

〔※上段：対象者数，下段：実施者数〕 （単位：千人）

年度 年度 年度 年度 年度20 21 22 23 24
14,817 14,985 15,006 15,028 15,049特定健康診査

8,065 8,753 9,348 9,942 10,535
1,056 1,143 1,217 1,292 1,366特定保健指導 積極的

200 257 319 385 456支 援

734 805 868 932 995動機付

271 348 429 515 606支 援

（単位：千人）（２）詳細な実施者数

注）千人未満を四捨五入しているため、合計数が合わないものがある。



※Ⅰ 平成 年度 月時点で 機関と契約している。19 4 2,015
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第３章 特定健康診査等の実施方法について

１．基本事項について

（１）実施場所

①特定健康診査

ア．被保険者

社会保険事務局が医療機関等と直接契約を行い、生活習慣病予防健診の契約

機関（以下「契約健診機関」という ）において受診する( )。。 ※Ⅰ

政府管掌健康保険の被保険者は、契約健診機関であれば全国どこでも受診可能

となる。

イ．被扶養者

社会保険事務局が他保険者と共同して地域の医師会等と契約する、集合契約

、 （ 「 」 。） 。を行い 特定健康診査機関 以下 特定健診機関 という において受診する

政府管掌健康保険の被扶養者は、特定健診機関であれば全国どこでも受診可

能となる（ 特定健康診査受診券」と「健康保険証」を実施機関窓口に持参し受「

診する方式 。。）

②特定保健指導

ア．被保険者

健診を受診した被保険者を有する事業所に保健師を派遣し、事業主の協力を

得て事業所内で個別の相談を主とした特定保健指導を実施する。

動機付け支援の６ヶ月後評価や、積極的支援の継続的支援については、保健

師が特定保健指導対象者に対し、個別に電話やメールを中心とした指導を実施

する。

イ．被扶養者

社会保険事務局が他保険者と共同して地域の医師会や保健指導機関等と集合

契約を行い、特定保健指導機関において受診する。

政府管掌健康保険の被扶養者は、集合契約において委託する特定保健指導機

関であれば全国どこでも受診可能となる（ 特定保健指導利用券」と「健康保険「

証」を実施機関窓口に持参し受診する方式 。。）

（２）実施項目

①特定健康診査

ア．被保険者

４０歳以上７４歳までの特定健康診査の実施が義務づけられている被保険者

に対し、従来の生活習慣病予防健診に特定健康診査の法定健診項目を含んだ一



※Ⅰ 平成 年度における３５～４０歳未満の健診実施率は３３％である。18
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般健診を実施する。

イ．被扶養者

特定健康診査の法定健診項目のみ実施する。

ウ．情報提供

特定健康診査受診時に全ての健診受診者に対し「健診結果の見方」等の情報

を提供する。

②特定保健指導

ア．被保険者

生活習慣病予防健診の健診結果に基づき、保健師が事業所に直接訪問し、個

別相談の際、特定保健指導の区分毎に以下の方法により保健指導を実施する。

ａ）動機付け支援：保健師による初回面談（２０分）又は集団指導（８０分）

を実施し、６ヶ月後に評価（電話等）を行う。

ｂ）積極的支援：動機付け支援と同様の方法で初回面談を行うとともに、保健

師等による電話又はメールにより３ヶ月以上の継続的支援を実施し、６ヶ月

後に評価（電話等）を行う。なお、積極的支援の継続的支援形態は電話やメ

ールを中心とした１８０ポイントの支援方法を基本とする。

） 、ｃ その他支援：特定健康診査の階層化による特定保健指導には該当しないが

肝機能等の数値が、生活習慣病予防健診の事後指導区分（ ２」及び「３ ）「 」

に該当する者に対して保健指導を実施する。

イ．被扶養者

特定健康診査結果に基づき、被保険者と同様の区分により階層化し特定保健

指導を実施する。ただし、特定健康診査のみの健診結果となるため、上記ｃ）

の「その他支援」は実施しない。

③特定健康診査対象外の被保険者に対する健診

ア．３５歳以上４０歳未満の被保険者に対する健診

４０歳未満の若年層に対する健診の実施については健診実施率が高く、( )※Ⅰ

４０歳以降の特定健診実施率の向上に資することから 生活習慣病予防健診 一、 （

部のがん健診を除く）を引き続き実施する。

イ．がん健診

国の施策のがん対策や肝炎対策等については、医療保険者に対しても協力を

求められていることや、がんの発生原因が喫煙習慣などの不摂生な生活習慣の

積み重ねに起因するなど、生活習慣病に起因することもあることから、被保険

者に対する一般健診等において実施している以下の検査については引き続き実

施する。

ａ）胃部・胸部レントゲン検査

ｂ）乳がん・子宮がん検査

ｃ）肝炎ウィルス検査 等
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３）実施時期又は期間（

①特定健康診査

ア．被保険者

年間を通じ生活習慣病予防健診の申込受付を行い、年度内であれば被保険者

１人につき年１回の健診受診を可能とする。

イ．被扶養者

年間を通じ受診券発行申請の受付を行い、特定健診機関において、被扶養者

１人につき年１回の健診受診を可能とする。

なお、市町村等が実施する集団健診での受診については、市町村によって実

施時期が異なることから、市町村等と十分な事前調整を行うこととして実施す

る。

②特定保健指導

ア．被保険者

健診を受診した被保険者を有する事業所に保健師を派遣し、個別面談を中心

とした保健指導を年間を通じて実施する。なお、６ヶ月後の評価や継続的支援

について年度を跨ぐ場合は、年度末で保健指導を終了せず、６ヶ月後の評価時

まで継続して保健指導を実施する。

イ．被扶養者

被扶養者については、階層化の結果、保健指導が必要な者に対し、特定保健

指導の利用券を交付し、保健指導実施機関で年間を通じて保健指導を受けられ

。 、 、る方法とする なお 利用券面の有効期限表示は年度内の日付となっているが

被保険者と同様に６ヶ月後の評価や継続的支援について年度を跨ぐ場合は、年

度末で保健指導を終了せず、６ヶ月後の評価時まで継続して保健指導を実施す

る。

③特定保健指導が終了していない者

特定保健指導実施中の被保険者及び被扶養者で、６ヶ月後の評価が年度内に終

、 （ ）了していない者は 原則として評価が終わった日以降に特定健康診査 翌年度分

を受診する。

（４）外部委託契約形態

①特定健康診査

ア．被保険者

（ ）社会保険事務局において生活習慣病予防健診 がん検診を含めた健診実施等

の実施基準を満たし、かつ契約を希望する健診機関と個別契約を締結する。

イ．被扶養者

社会保険事務局において、他保険者と共同し特定健診機関等（国が定める実

施基準を満たしている機関）と集合契約を締結する。被扶養者は被保険者が勤

務する事業所を通じ特定健康診査受診券（以下「受診券」という ）の発行申請。

を行い、受診券と健康保険証を健診機関窓口に提示することで、契約した全国
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の特定健診機関で健診が受診できる方法とする。

②特定保健指導

ア．被保険者

社会保険庁と財団との間で保健指導に関する委託契約を締結し実施する。財

団は健診受診者が就業する事業所に保健師を派遣し、個別面談を中心とした保

健指導を実施する方法とし、動機付け支援及び積極的支援の支援経過等につい

ては、電子媒体により定期的に実績登録する。なお、特定健康診査受診者数の

増加等による特定保健指導対象者の増加に対応するため、特定保健指導の外部

委託についても検討する（平成 年度以降 。また、平成２０年１０月以降は21 。）

全国健康保険協会が自ら実施する。

イ．被扶養者

社会保険事務局において、他保険者と共同し特定保健指導機関（市町村及び

民間団体等）と集合契約を締結する。特定健康診査結果を基に階層化された特

定保健指導対象の被扶養者は、特定保健指導利用券（以下「利用券」という ）。

が送付されるので、特定保健指導機関において保健指導を受診できる方法とす

る。なお、動機付け支援及び積極的支援の支援経過等については、電子媒体に

より定期的に報告させることで実績登録する。

（５）外部委託の選定に当たっての考え方

①特定健康診査

厚生労働省告示第１１号（平成２０年１月１７日 「特定健康診査及び特定保健）

」指導の実施に関する基準第１６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

において定められている「特定健康診査の外部委託に関する基準」を満たしてい

る特定健診機関を選定する。

なお がん検査等を含めた被保険者の生活習慣病予防健診を実施する場合は 政、 「

府管掌健康保険生活習慣病予防健診事業事務処理要領」において定める「健診実

施機関の選定基準」についても満たしている契約健診機関を選定する。

②特定保健指導

厚生労働省告示第１１号（平成２０年１月１７日 「特定健康診査及び特定保健）

」指導の実施に関する基準第１６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

において定められている「特定保健指導の外部委託に関する基準」を満たしてい

る特定保健指導機関を選定する。

（６）周知や案内の方法

①周知方法

． 「 」（ 「 」 。）ア 年度の始めに 生活習慣病予防健診のご案内 以下 パンフレット という

等を作成し事業所に配布する。当該パンフレットにおいて、健診単価、自己負

担額及び契約健診機関名等を周知する。

イ．ホームページへの掲載や社会保険事務所における広報等を活用した周知等を

実施する。
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②受診案内の方法

ア．被保険者

ａ）事業所への受診案内パンフレット送付時に健診受診対象者名を記載した

「生活習慣病予防健診申込書」を併せて送付する。

ｂ）未受診事業所等への訪問や電話による勧奨を実施する。

イ．被扶養者

ａ）事業所へのパンフレット送付時に健診受診対象者名を記載した「特定健

康診査受診券申請書 （以下「申請書」という ）を併せて送付する。」 。

ｂ）他保険者と共同して集団健診等を実施する場合は、開催日時や開催場所

等について記載した受診案内等を共同で作成すること等を検討する。

③受診券・利用券の配布方法

ア．特定健康診査

当面は、被扶養者の住所を把握していないことや、被扶養者の受診者数等が

不明確であることから、被保険者（事業所）を通じて特定健康診査対象の被扶

養者に申請書を送付し、申込みのあった被扶養者に受診券を交付する。特定健

康診査の受診を希望する被扶養者は被保険者（事業所）を通じ受診券の交付申

請を行い、被保険者（事業所）を通じて受診券を受取る方法とする。

なお、将来的には特定健康診査申込状況や受診実績を検証したうえで、受診

券の交付申請が無くても、特定健康診査の対象者に直接受診券を送付できる方

法を検討する。

イ．特定保健指導

特定健康診査受診時に被扶養者の住所情報を電子的に取得するため、特定健

康診査結果に基づく階層化により、特定保健指導対象となった被扶養者の住所

地に直接利用券を送付する方法とする。

（７）事業主健診等のデータ収集方法

①受領方法

特定健康診査の健診結果を含む事業主健診結果について、事業主から個別に提

供を受けることは非効率であることから、事業主健診を実施している健診機関か

ら提供いただく方法を基本とする。なお、特定健康診査対象者の健診結果データ

を保険者に提供することについて、事業主同意及び本人同意（黙示の同意等）を

得ることについて健診機関に協力を求める。

②受領するデータの形態

、 。事業主健診結果については 健診機関からの電子媒体による提供を基本とする

③費用負担について

事業主健診結果の保険者への提供に係る経費負担を求められた場合、健診機関

等と調整を行いその経費を負担する。
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（８）特定健康診査等検査項目一覧
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２．集合契約について

被用者保険グループと地域医師会等健診実施団体と被用者保険の被扶養者に対す

る特定健康診査を実施する集合契約を締結する。

政府管掌健康保険においては、全国４７都道府県の社会保険事務局が集合契約に

参加することとするが、社会保険事務局が集合契約の代表保険者となった場合は、

集合契約に参加する他保険者からの委任を受けて契約書の締結を行う。

代表保険者とならない社会保険事務局においては、他保険者等の代表保険者に対

し委任状を提出する。

３．受診券及び利用券について

（１）様式

①発券形態

受診券及び利用券ともに、３つ折りタイプ仕様とする。

②印字事項

以下の項目について、券面に印字する。

ア．受診券

ａ）表面記載事項

交付年月日、受診券整理番号、被保険者証の記号及び番号（被扶養者番

号 、受診者の氏名、性別、生年月日、有効期限、健診内容、窓口での自己）

負担額（特定健診基本部分・特定健診詳細部分 、保険者所在地、保険者電）

話番号、保険者番号・名称、契約取りまとめ機関名（※必要時 、支払代行）

機関番号、支払代行機関名、公印（印影 、ほか必要なコメント等。）

ｂ）裏面記載事項

注意事項、被扶養者住所記入欄、ＱＲコード、ほか必要なコメント等。

イ．利用券

ａ）表面記載事項

交付年月日、利用券整理番号、特定健診受診券整理番号、被保険者証の

（ ）、 、 、 、 、記号及び番号 被扶養者番号 受診者の氏名 性別 生年月日 有効期限

特定保健指導区分、窓口での自己負担額（保険者負担上限額 、保険者所在）

地、保険者電話番号、保険者番号・名称、契約取りまとめ機関名（※必要

時 、支払代行機関番号、支払代行機関名、公印（印影 、ほか必要なコメ） ）

ント等。

ｂ）裏面記載事項

注意事項、最寄りの特定保健指導機関名、ＱＲコード、ほか必要なコメ

ント等。

（２）交付時期等

①受診券

被扶養者からの申請書に基づき随時発券する。
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②利用券

特定健康診査結果の階層化処理に基づき随時発券する。

４．代行機関について

（１）利用予定の代行機関

①被保険者

被保険者の健診は生活習慣病予防健診事業として個別に契約を締結するため、

代行機関は利用しない。

②被扶養者

集合契約への参加条件として代行機関を利用することとしているため、特定健

康診査及び特定保健指導ともに社会保険診療報酬支払基金を利用する。

５．特定保健指導対象者の重点化について

（１）基本的な考え方

政府管掌健康保険においては、特定健康診査結果に基づく階層化後の特定保健

指導（動機付け支援対象者及び積極的支援対象者）は、限られた保険料財源の中

で効果的に実施する必要があるため、原則として優先順位を付けた受診勧奨を行

い特定保健指導を実施する。

（２）重点化について

、 、特定保健指導の目的は 生活習慣病の発症や重症化を予防することにあるため

「標準的な健診・保健指導プログラム」第３編第２章に示している優先事項及び

特定健康診査及び特定保健指導の実績等を総合的に勘案し、以下の重点化等によ

り保健指導対象者の絞り込み等を行うこととする。

①年齢

特定保健指導の効果が高いとされている年齢が比較的若い層、若しくは、特定

健診結果データ等により特定保健指導対象者が多い年齢層等。

②健診結果

健診結果の保健指導レベルが情報提供レベルから動機付け支援レベル、動機付

け支援レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健診結果が前年度と比較し

て悪化し、より綿密な生活改善が必要になった者。

③問診結果等

特定健康診査の標準的な質問項目等の回答により、生活習慣改善の必要性が高

い対象者。

④指導実績

前年度以前の特定健康診査の階層化により特定保健指導の対象者とされている

にもかかわらず、特定保健指導を受けていない対象者。

⑤地域

高医療費地域や特定保健指導対象者が他地域に比べて多い地域の特定保健指導

対象者を選定。
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６．標準的な作業スケジュール概要

平成２０年度については、９月まで社会保険庁が実施する作業スケジュールとな

り、１０月以降は全国健康保険協会で実施するスケジュールとなる。

したがって、年間を通じた管理・運用が必要な作業等については、社会保険庁か

ら全国健康保険協会への円滑な移行ができるようスケジュールを調整する。
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（１）主な年間スケジュール

月 年間作業スケジュール 契約作業スケジュール

４月 ・受診券発行情報の登録（代行機関） ・生活習慣病予防健診契約の締結

・当年度受診案内（パンフレット）の発送 ・集合契約の締結

・健診申込書（受診券発行申請書）の発送 ・代行機関契約の締結

・健診申込書受付

・受診券発行の開始

５月 ・特定保健指導対象者の抽出（階層化）

・利用券発行の開始

・利用券発行情報の登録（代行機関）

（※以下は、主に次年度に向けての作業）６月 ・当年度分健診結果データの受取・決済

７月 ・当年度分指導結果データの受取・決済

８月 ・前年度事業結果の検証・評価 ・代表保険者の決定（集合契約）

・翌年度概算予算の決定 ・契約取りまとめの委託（集合契約）

９月 ・市町村医師会等との調整開始（集合契約）

・委任状の取りまとめ（集合契約）

～

月 ・前年度特定健診等結果の登録 支払基金 ・市町村仮契約情報の共有（保険者協議会）11 （ ）

月 ・市町村医師会等との仮契約（集合契約）12
１月 ・翌年度事業計画の検討 ・生活習慣病予防健診実施機関の公募開始

・特定健診等実施計画の見直し準備

２月 ・事業計画の策定 ・代行機関への契約情報登録（集合契約）

（ ）・受診券・利用券等の調達準備 ・契約とりまとめ機関との契約準備 集合契約

・発送等役務の調達準備 ・代行機関手数料契約の準備

・特定健診等実施計画の見直し ・生活習慣病予防健診実施機関契約の準備

３月 ・翌年度事業計画の決定

注）スケジュールは標準的なものであり、社会保険事務局においては、必要に応じ関係者間で日程
調整を行う事ができる （※平成２０年度当初のスケジュールは上記と異なる ）。 。

（２）主な月間スケジュール

日 生活習慣病予防健診関連 特定健診等（集合契約）関連

日 ・前々月受診分健診費用等の請求（代行機関）10
日 ・前月分健診結果の取得・検査費の請求15
日 ・前々月受診分健診費用の支払い（代行機関）20

・前月分検査費の支払 ・当月分健診結果データの受付（代行機関）

～

日 ・受診券・利用券番号の登録（代行機関）25
日 ・当月分返戻データの作成・送信（代行機関）30

注）支払決済・支払日が営業日以外の場合等は、関係者間で日程調整を行う。
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（３）特定健康診査及び特定保健指導の実施概要図（平成２０年４月～）
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第４章 個人情報の保護について

（１）記録の保存方法

①保存方法

被保険者及び被扶養者の特定健康診査及び特定保健指導結果（以下「特定健診

等結果」という ）を財団において管理・保存する（平成２０年１０月以降は全国。

健康保険協会に移管し保存する 。。）

②保存年限

特定健診等結果は最低５年間データベースに保存する。５年を経過した特定健

診等結果データの取扱いについては今後検討する。

（２）保存体制

特定健康診査結果等を収録しているサーバー及び記録媒体は、入退室管理シス

テムが設置されている電算管理室において保管する。

データ管理責任者については、下記（４）の記録管理ルールに基づき、財団に

おいて個人情報保護管理規定を定め、総括個人情報保護管理者（本部総務部長 、）

副総括個人情報保護管理者（本部保健部長 、支部個人情報保護管理者（支部長））

等とする。

なお、平成２０年１０月の全国健康保険協会への管理移管後のデータ保存体制

及び情報管理体制は別途検討する。

（３）アクセス権限の設定

端末から特定健康診査結果等を閲覧可能な者を限定するため、ＩＤ、パスワー

ド等によるアクセス権限を設定する。

（４）記録管理ルール

①生活習慣病予防健診実施機関

健診の実施機関等が受託業務の遂行上知り得た個人情報の取扱については、関

係法令を遵守するとともに「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイドラインについて （平成１８年４月２１日医政発 号、」 0421005
薬食発第 号、老発第 号通知）に沿って取り扱うよう規定する実0421009 0421001
施要綱を作成し、当該実施要綱に基づき健診事業を実施するよう契約書に規定。

②社会保険健康事業財団

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第６条の規定に基づき、社

会保険庁が財団に委託する生活習慣病予防健診に関する事業等における健診申込

書、健診結果、事後指導結果、健診結果データ及び事後指導データの個人情報を

適切に取り扱うための財団が講ずる必要な措置について定め、個人情報の漏洩、

滅失及毀損等を防止し、適正な管理を図るため「政府管掌健康保険の生活習慣病

予防健診に関する事業等に係る個人情報取扱要綱」を作成。
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第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知について

（１）公表方法

社会保険庁及び社会保険事務局のホームページに掲載し周知を図る。また、社

会保険事務局において、事業所あて広報誌等の作成において、実施計画の概要等

を掲載する。

（２）特定健康診査等の普及啓発

特定健康診査等の普及啓発に関する広報等については、保険者協議会等におい

て他保険者や地方自治体等と共同した実施等を検討する。

第６章 特定健康診査等実施計画の評価・見直しについて

（１）目標達成状況の評価方法

①特定健康診査・特定保健指導の実施率

前年度の特定健康診査及び特定保健指導の結果データから、国への実績報告を

生成する中で、都道府県毎の実施率について、被保険者・被扶養者別、対象年齢

別、保健指導の支援形態別等の実績評価を行う。

②メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率

平成２０年度実施分の健診結果データによる国への実績報告ファイルと、平成

２４年度実施分の国への実績報告ファイルとを比較し、両ファイルにおける特定

保健指導対象者数の割合を用いて５年間での減少率を算出し、実施計画上の目標

値と比較する。

毎年度の減少率については、実施計画上の目標値には設定されていないが、特

定保健指導の対象者率等は前年度実績から検証し、特定保健指導の実施内容を評

価する。

（２）評価時期

①基本的な考え方

毎年度の国への報告データを生成する際、各都道府県の前年度実績と事業計画

との比較・検証を行い、翌年度の事業計画策定等に反映させる。

②平成２２年度の中間評価

平成２２年度に、国・都道府県の医療費適正化計画の中間評価と見直しが予定

されていることから、少なくとも平成２２年度前に実施計画の見直しを行う。

（３）実施計画の中間見直し等

政府管掌健康保険の加入者は、平成２０年１０月以降は協会健保加入者となる

ため、協会健保の事務を所管する全国健康保険協会で特定健康診査等の実施者数

を含めた計画の見直しを実施する。
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第７章 社会保険事務局における取組

社会保険事務局においては、上記の計画内容等を踏まえ特定健康診査及び特定保健指

導の事業を実施することとなるが、以下の点に留意し取り組むこととする。

（１）関係者間の調整

①被保険者

安衛法による事業主健診結果データを取得するため、事業主健診の受託健診機

関や事業主との調整を行う。

ア．事業主同意の協力依頼調整例

特定健康診査対象者の健診結果データは本人同意を前提に保険者に登録する

ことについて、健診機関においても、事業主健診の申込み時などに医療保険者

へのデータ提供について事業主の了承をもらうことについて協力を依頼する。

イ．本人同意の協力依頼調整例

事業主健診受診日の健診機関窓口において、特定健康診査対象者の被保険者

本人から医療保険者へのデータ提供について掲示等の方法により、同意を得る

ことについての協力を依頼する。

②被扶養者

被扶養者の特定健康診査の実施については、集合契約を行うため、関係者が多

数存在し、調整事項も多岐にわたることから、特定健康診査等の受託側等の関係

方面との調整については他保険者と協力しながら行う。

主な調整例を以下に記載する。

ア．市町村との調整例

ａ）特定健康診査

国保ベースの契約を基本に集合契約の締結を行う場合、自治体によって

は、市町村の衛生部門や介護部門等が実施するいわゆる住民健診との同時

実施を前提とした健診項目等の契約内容となる場合がある。その場合、法

定検査項目以外の健診は集合契約と明確に区分し実施する調整を行う。

ｂ）特定保健指導

特定保健指導の集合契約において、市町村等の保健師による特定保健指

導の実施について調整を行う。その場合、特定保健指導を行う地域や実施

方法等についても合わせて調整する。

イ．契約とりまとめ機関との調整例

一部地域において期間を限定した集団健診のみの契約となり、被扶養者の受

診機会の確保が難しくなる場合は 集合契約において年間を通じた個別健診 施、 （

設型）を実施し被扶養者の受診機会を確保することについて、地域医師会等と

の調整を行う。
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ウ．他の法令に基づく健診の調整例

「高齢者の医療の確保に関する法律 （以下「法」という ）において、他の法」 。

令に基づく健診は、特定健診に優先すると定められており、その健診費用につ

いては、優先される法律の健診実施者が負担するものとされている（法第２１

条 。）

ａ）例えば、市町村が実施する生活機能評価の健診と特定健康診査を同時実施

した場合、特定健康診査単価から差し引く金額は、特定健康診査の検査項目

、 。のうち 生活機能評価と重複する項目を実施した部分に相当する金額となる

ｂ）集合契約の契約書に記載する金額は上記ａ）の金額となるが、市町村の介

護保険部門において、特定健康診査部分とそれ以外の健診部分に分けて単価

を設定した契約を行っている可能性は低い（包括単価設定の可能性）と考え

られる。

ｃ）したがって、契約書に記載する、他の法令に基づく健診（生活機能評価）

との同時実施に伴う差し引き額は、特定健康診査と生活機能評価の両方を受

託する健診機関と、集合契約の代表保険者との調整（協議）を行うことによ

って決定する。

（２）事業計画の策定

①社会保険事務局の実施目標の設定

特定健康診査等実施計画の実施率目標を参考として、社会保険事務局毎の実

施目標を定め事業計画を策定する。

ただし、社会保険事務局の状況によって実施率目標が変わる事も考えられる

ことから、各社会保険事務局の実施率目標の策定は、全国ベースの政府管掌健

康保険の実施率目標となることを考慮し計画を策定する。

実施計画の策定にあたっては以下の点に留意する。

ア．被保険者の特定健康診査

特定健康診査の実施対象者は、４０歳以上一般健診（被保険者）の受診対

象者とほぼ同一であるため、過去の実施率を参考として実施率目標の設定を

行う。

イ．被扶養者の特定健康診査

被扶養者の特定健康診査については、初年度事業であり当該実施計画の数

値を参照し計画を策定する。

ウ．事業主健診

事業主健診の実績については把握することが困難なため、全国ベースの当

該実施計画の数値を参照し策定する。ただし、社会保険事務局において独自

のアンケート調査等を行い、ある程度推計が可能な場合はその数値を基に事

業計画を策定する。

エ．特定保健指導

被保険者の保健指導については財団保健師の活動計画を基に実施目標を策

定する必要があることから、保健師の雇用体系、活動日数、支援方法等を十
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分に把握し計画策定を行う。

なお、被扶養者については、委託先特定保健指導機関の指導体制を把握し

計画を策定する。

②周知・広報等

特定健康診査の円滑な実施のためには当該実施計画を参照して、計画的な周

知・広報の実施が必要となる。なお、広報（ポピュレーションアプローチ等）

、 、の方針や 対象者・対象地域の選定及び他保険者と共同した広報活動の計画等

効果的な広報事業の実施については十分協議を行った上で実施する。

（３）進捗管理・評価

特定健康診査及び特定保健指導の効果的・効率的な事業実施のためには、進捗状

況を定期的に把握する必要がある。特に平成２０年度は全国健康保険協会への移行

を控えており、協会が円滑に事業継続できるよう、健診や保健指導の実施状況をま

とめておくことが必要であり、事業計画以外でも検査費用や指導費用の執行管理等

について正確な事務処理に努める。

第８章 その他

（１）全国健康保険協会への承継

①特定健康診査等結果

ア．被保険者

生活習慣病予防健診の一般健診等検査結果データ（特定健康診査含む）及び

事後指導結果データ（特定保健指導含む）等については、１０月以降は全国健

康保険協会に移行し管理・運用する。

イ．被扶養者

集合契約による特定健康診査及び特定保健指導の結果データ等についても、

１０月以降は全国健康保険協会に移行し管理・運用する。

②健診機関等との契約

ア．被保険者

平成２０年９月以前に申込みを受け付けた生活習慣病予防健診の実施につい

ては、平成２０年１０月以降も全国健康保険協会が引き継いで実施するため、

被保険者に新たな健診申込等の手続きを行う必要はない。

イ．被扶養者

平成２０年９月以前に発行した受診券及び利用券については、平成２０年１

０月以降も全国健康険協会が引き継いで管理するため、被扶養者に新たな発行

申請等の手続きを行う必要はない。

（２）任意継続被保険者等への受診勧奨

①被保険者
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社会保険事務所窓口での生活習慣病予防健診受診勧奨チラシ（健診申込書）の

配布や、対象者への受診案内等の送付を実施する。

②被扶養者

特定健康診査対象の被扶養者を有する任意継続被保険者に対しては、特定健康

診査受診案内（受診券発行申請書）の配布や、対象者への受診案内等の送付を実

施する。

（３）他の健診との連携

市町村等の自治体が実施する生活機能評価やがん健診については、市町村の所

、 、管部局や事業財源が異なるため 特定健康診査との共同実施を計画する場合には

人員配置、予算要求、事務処理体制等の具体的な実施の仕組みについて、関係者

間の協議を行う。


